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宅地建物取引業者による人の死の

告知に関するガイドラインの解説

安心して宅地建物の取ヨiを行える環境を目え、宅地口哺嗽引彙者の

遭正な黎薔を行うための「宅地腱欄取引槃者による人の死の告知に関する
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"宅地腱犠取ヨ1業者の人の死の告知の方法について、現戯階の

宅地菫繊取引栞法上の判断菫準を整理・わかりやすく解説‖
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不動産の適正取引 シリーズ・ 口¬m¨ドF代醸■

【実壽●●発刊0ロロ】
。近年の宅地建物取引業法に関する法令改正 裁判例の

=細
等に伴しヽ 宅地建物取引業者 宅地建物鴫 士簿に

求められる知自 ノウハウが大IIに 増加しています
0本実務猥●は このような状況の中にあっても 宅地建物取引業者 宅地建物鴫 士●′魚 所層の知口等を身
に■けて 不動産の通正取引を行うことができるよう バランスの取れた知田等を わかりやすい形で 普及
することを目的に企画されたものです

0消費者の方々や不動産取,1こ関心のある方々等に役に立つものになることも 留意しています
0本栞務襲●が 我ポ国における不勁産の適正取;のさらなる推進や宅地建物取引業の信頼産業としての地位の

さらなる確立に 役立つものになれば 幸いです
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